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いわゆる社会学的交換理論に二つの相対立する知的伝統が存在することは周知のことである。
[Ekeh,１９７４]｡ひとつは,Homans,Blauらを中心とする個人主義的，功利主義的交
換理論であり，他方はDurkheim学派の伝統を引<Mauss,L６vi-Straussの交換理論で
ある。この二つの知的伝統は，社会学史を貫ぬいて流れる二つの大きな潮流,T.Parsonsが
その間を架橋しようとしたところの二つの異なる社会観すなわち，功利主義的個人主義といわ
ゆる集合主義とを代表している。功利主義的個人主義の知的出自が１９世紀功利主義哲学にある
ことは疑いなく，それは，個々人が利己的に自らの効用の増大を求めて行動することに主ってお
のずから望をしい社会秩序が形成されると考える。社会学的功利主義者はこれに，すべての社会
秩序は-望ましいか望ましくないかにかかわらず一個を人の利己主義的な効用追求の結果と
して生じたものである，という命題をつけ加えた。したがって，この派に属する交換理論の問題
意識は，個々人が効用極大化を求めて行為する社会的相互作用を通じて，いかにして社会秩序が
現出するかを論証することである。
他方，いわゆる集合主義はDurkheimに明らかなように，はっきりと１９世紀功利主義思想

に対する反措定として出現した。しかしこの派の社会観が英米の社会学界に導入されたのは，む
しろ英国社会人類学を通じてで，その代表がRadcliffe-Brownである。彼は，オーストラ
リアやアフリカの諸部族の社会組織の研究を通じて「社会構造の機能主義的説明」の様式を確立
した｡(とくに,Radc l i f fe -Brown ,１９３５,参照。）これによると，ある社会秩序が
存在するのは，それが社会全体に対して機能的だから，すなわち社会全体の存続にとって役立っ
ているからだ，ということになるol)したがって，この派に属する交換理論では，ある所与の社
会的交換制度がいかなる構造をもち，そしていかなる社会的機能を果しているのかを説明するこ
とが一義的な問題となる。
このようにして，同じ交換理論と言っても二つの学派の問題状況は全く異なることが分る。功

利主義的個人主義派では,峡ﾉ､､？府普耆?奪琴(相互作用）を通じて社会秩序の発生の説明
をすることが問題であり，かくて生じた社会秩序とは必ずしも「交換」として把えられるもので
なくともよい。それに反して，機能主義派（以下，誤解され易い集合主義という用語を避けてこ
う呼ぼう）では，まず制度化された社会的交換があり（といっても，現象をかかるものとして

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

把握するという作業が前提にあるのだが），’その構造を理解しかつ説明することが問題である。
したがって，この二つの立場が異なる問題を追いかけている限りでは，両者は相補的であっても
必ずしも矛盾的ではないと言えるかもしれない。ところが，両者がともに同じ社会制度を説明巴
ようとする時，両者の理論上の明確な対立が明らかとならざるをえない。
人類学上名高いHomansv.s.Lavi-Strauss論争は，このような対立する社会学の二大潮

1)T・Parsonsの構造一機能主義がこの派の考えに大きく示唆を受けていることは明らかである。が，い
くつかの重要な相違がある。しかしこの点を論じるのは本稿の任ではなし､。
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流がひとつの具体的な問題をめぐって相まみえた，極めて興味深い事件であった。

１９５０年に"TheHumanGroup''を表わして個人間の感情(sentiment)がいかに人
‘'々の行動に影響するかを体系的に述べ立てたHomansは，人類学者のC.Kluckholnにすす
められてL6v i -S t raussの"Less t ruc turesg lamenta i resde laparent6 ' ' (194
９）を読んだ。そしてそこに彼が見出したものは，彼にとって「皮フ下のとげ」であった機能ﾐ|E
義理論による親族構造に関する大胆な体系的説明の試みであった。とりわけ彼が承服し難く思え
たのは,L6vi-Straussが，母方交叉イトコ婚を採用している社会が父方交叉イトコ婚を
採用している社会よりも多いことに対して行なった次のような説明であった。

したがって最終的に次のように言えるだろう。すなわち，もし父の姉妹の娘との婚姻が母の兄
弟の娘との婚姻よりも稀であるならば，それは，後者が集団のよりよい統合を可能にするのみ
ならずそれにとって都合がいいからである。他方，前者はいかなる統一的な計画に従うととも
なくて，並置された材料による不安定な構造物しか作り出しえず，そのバラバラの組成は最終
的にそれが構成されているところの小さな局部構造の各左と同様の脆さにさらされているので
ある。 [ L 6 v i - S t r a u s s , 1 9 6 9 ; 4 4 8 - 9 ] 2 )

L6vi-Straussが母の兄弟の娘との婚姻規制が集団のよりよい統合をもたらすとのべると
き，そこには二つの理由が考えられている。一つは純粋に構造主義的なもので，母方交叉イトコ
コ婚では婚姻のカルテットは４つの非対称的ペアを含むのに対して，父方婚では２つの非対称的
ペアしか含童ないというものであるo[ibid;4･43-4]もう一つの理由は構造論的である。
すなわち，母方交叉イトコ婚の体系においては女性はある一定方向への循環した流れに沿って交
換されるのに対し，父方交叉イトコ婚では，女性の流れは世代ごとに方向を変え，実際の交換は
相隣接する二集団とだけしか行なわれない。[ibid;451･-3]
上のL6vi-Straussの言明，すなわち，母方交叉イトコ婚が父方交叉イトコ婚よりも多公

のはそれが集団のよりよい統合をもたらすからだ，という命題を「命題Ｉ」と呼ぼう｡Homans
とSchneiderが問題にしているもう一つのL6vi-Straussの言明は，一方的交叉イトコ婚
の形態とlineageのタイプとの関係に関するものである。L6vi-Straussの一方的交叉イ
トコ婚の形態の構造的意味に関する分析においては，各集団が父系であるかそれとも母系である
かということは構造上全く無関係となる。このことから彼は,lineageのタイプは社会が母方
交叉イトコ婚を採用しているか，父方交叉イトコ婚を採用しているかには関係しない，という意
味のことを述べている。これを「命題Ⅱ」と呼ぼう。なお，後の検討のために，「実際に，母方
交叉イトコ婚の事例の方が父方交叉イトコ婚よりも多い」という命題を「命題Ⅲ」と呼ぶこと,厄
する。・

これに対してHomansとSchneiderは，まずL6vi-Straussの説明が44FinalCause' '
理論だと批判する◎彼らは，アリストテレスがすでに「家屋はそこに人が住むためにあるが，し
かしそれはまた大工がそこに石を積み上げたから存在するのである」と述べて"FinalCause''

2）『基本構造』の第一版と第二版との間にはかなりの改訂がほどこされているが，本稿に関する部分につ
いては相違はふられなかった。したがって引用の都合上，本稿では第二版の英訳をテキストに使うこと
にする。
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理論を批判していることを借りて,｢efficientcauseなしにfinalcauseはありえない」，
「ある社会によってある特定の制度が採用されることを説明するためには，その制度が社会にと
って何らかの意味で良い-たとえその良さがどう定義されようと-ことを示すだけでは決し
て十分ではない」と述べる。[H-S ,1955 ;214-5>1そして彼らは,L6v i -S t rauss
のfi,nalcause的説明に代えて,efficientcause的説明を提出するのである。
彼らのefficientcause的説明はまさに功利主義的個人主義の正統を行くものである。そ

れは，個々人の行動はその感情によって規定されるという基本的考えを背景にしている。そして，
もしある社会が父方交叉イトコ婚ではなく母方交叉イトコ婚を採用しているのなら，そこには，
個人の感情のレベルにおいて，父方の交叉イトコではなく母方の交叉イトコを配偶者としてより
好ましく思う事情が存在するはずだと考える。彼らの議論を定式化すると次のようになる。

I.一方的交叉イトコ婚の形態は，社会構造とくにエゴに対する法的権威の所在によって助長
せられた対人関係の体系によって決定されるだろう。[ibid ;224]すなわち，法的権
威が父にあれば，母方交叉イトコ婚を，母方の兄弟にあれば父方交叉イトコ婚を採用する傾
向があるだろう。

i)法的権威は父系社会では父に，母系社会では母の兄弟にある傾向がある。

Ⅱ．(Iおよびi)の論理的帰結として）
母の兄弟の娘との結婚が許されているかもしくはPreferred4)されているが，父の姉妹の
娘とのそれは禁じられもしくは非難されている社会は父系親族集団をもっている社会であろ
う。また，父の姉妹の娘との結婚が許容されるかもし<はpreferredされているが，母の
兄弟の娘とのそれは禁じられもしくは非難される社会は，母系親族集団をもっている社会だ
ろう。 [ i b i d ; 2 2 3 ]

HomansとSchneiderはこのⅡを特殊仮説と呼び,Iを一般理論と呼んでいるが，それは
ⅡがＩにi)という特定の仮説を導入することによって導き出されるものだからである。
さて，この特殊仮説ⅡがL6vi-Straussの説明と真向から対立することは明らかである。

すでにみたように彼は,linealityは交叉イトコ婚が母方であるか父方であるかには影響しな
い，と主張した。ところが半鍬仮説Ⅱは逆のことを主張する。すなわち，父系lineageは母方
交叉イトコ婚と，母系lineageは父方交叉イトコ婚と相関していると主張しているのである。
この特殊仮説Ⅱの意義を正確に理解するためには，一般理論ＩおよびI)に含まれているさまざま
な心理的推論を押さえてキ､<必要があるが，それはあとで詳しく検討することにしよう｡．という
のは,HomansとSchneiderは彼らのこの特殊仮説Ⅱを「統計的検定」にかけているのであ
り，まずそれをみておいた方がいいからである。
彼らはまず,G .P.Murdockの"Soc ia lS t ruc fu re ' 'の中に挙げられている渚社会に

ついて調べ，そのうち，父方交叉イトコ婚を禁じつつ母方交叉イトコ婚を許容ないしpreferred
している'’２の社会のすべてが父系親族集団を持っていること，そして逆に母方交叉イトコ婚を禁

3）以下,HomansandSchneider,1955への言及はＨ-Ｓと略記する。また引用ページは,Hornans,
1962,におけるものである。

4)preferredは普通「優先」と訳されるが，この語の意味があとで問題となるので，英語を用いつづけ
ることにする｡
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じつつ父方交叉イトコ婚を許容もしくはpreferredしている３つの社会のすべてが母系親族集団
をもっていることを示すo[ i b i d ; 225 -6 ]したがって,｢Murdockのサンプルに関ず
る限り[HomansとSchneiderの〕仮説は確証された」[ib id ;226]のである。

しかし，彼ら（のうちの一人の著者は，とことわっているが）はこの相関が余りに完全すぎる
と感じ，彼ら自身で民族誌資料にあたってみるべきだと考える。その結果，資料の疑しいもの鐙
除きまた新たな追加を行なって，結局３３の社会が取り上げられた。それらについて,linea-
lityと交叉イトコ婚との相関は表Ｉのようであった。

表 １

親 族 集 団
pre f e r r e dma r r i a "

父 系 母 系

母 の 兄 弟 の 娘
父 の 兄 弟 の 娘

４

５
叩２

この表について，彼らは「Fisher'sExactTest」によって統計的検定を行ない,P=0.009
という結果を得た，すなわち,linealityと交叉イトコ婚の形態が無相関であるという仮定は
危険率0.009で否定されるのである。ここでもまた彼らの特殊仮説Ⅱは支持され，二つの軸が独
立だというL6vi-Straussの見解は否定される。

HomansとSchneide'rはしかしここで満足しない。というのも彼らのデータの中で6p(D
社会が特殊仮説Ⅱに反しているからである。彼らはこの結果が仮定i)が必ずしも常には妥当し
ないことによって生じたのではないかと推測し，彼らの一般理論Ｉは特殊仮説Ⅱよりももっと現
実に適合するのではないかと考える。そこで一般理論そのものをテストするために彼らの３３の
社会についてより詳しく民族誌資料にあたって法的権威の所在を確め，その結果として彼らは:，
「我左のリストにのっており，かつ我々が対人関係と法的権威の所在とについて何らかの情報を
持っている社会のうち，我々の一般理論に直に例外となるのはただ一つしかない，すなわち父系
一母方のY･ i r-Yo r on t族である」と結論するo [ i b i d ; 249 ]
かくしてHomans-Schneiderの理論は事実に照して圧倒的な勝利をえたかのようにみえ

る。以上の結果は明らかにL6vi-Straussの命題Ⅱを否定するものであった。さらに命題Ⅲ
についてHomansとSchneiderは，たしかに母方交叉イトコ婚はより頻繁であるが.，しかし
それは父に法的権威が託される社会が，母の兄弟にそうされる社会よりも多いという（いかなる
理由によってか今のところ説明はできない）事実，および彼らの一般理論Ｉとから帰結すること
だと言う。したがって，勝利者の寛容さをもって彼らは言う。「より穏やかに言えば，我々は
Levi-Straussのfinalcause理論が正しいか間違っているかを論じるものではなく，た
だ，それが今や不必要であると論じるものである。」[ib id ;249]

以上紹介してきたHomans-Schneiderの議論が読者にどの程度説得的か分らない。もし
彼らの議論を実際に読んで極めて説得的だと感ずるならば，実はその人は，人類学について何も
知らないか，もしくは統計学についてをま半可な知識しかもたないかのいずれかである。もしＲ･
Needhamが周知の極めてすぐ、れた，が不完全な：反論を書き上げなかったとしても，筆者は単
独ででも大々的な反論を試みたことであろう。が，幸いにここに彼の遂条的でしかも,Homans
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らがLevi-Straussに対して示したと同様の辛さをもってしたHomans-Schneiderへの反
論がある。
その前にまず,L6vi-Strauss自身の反批判をみておこう。彼は,１９５８年に出版された

"Anthropologiestructure"の第十五章".Structuresocial' '5)のある注の中でHomans-
Scheiderに対する反論を行なっている。彼はまず，「実際，父系出自をもつ社会は母系出自
をもつ社会よりもはるかに多い。そのうえ，母方婚は父方婚よりもより頻繁である。かくして，
もし分布がランダムに起ったなら，父系出自が母方婚と結びついた社会の事例がより多いと期待
しうるし，したがって，私の批判者達によって主張されている相関は無意味であろう」と述べる。
[L６V i - S t r au s s , 1９６３;３２２]これはしかし,L６v i - S t r au s sにとっては不名誉
な言明であった。というのは,Homans-Schneider･が統計的にテストしていることはま
さに，もし二つの所与の周辺分布6）のもとでランダムな分布が起ったとした場合，観測された
ような分布が起る確率はどの程度であるか，というのであって，彼らはその確率が極めて低く，
したがってランダムな分布が起っているという仮定は認めがたい，ということを示したのだから
である。

L６vi-Straussの次の反論はより実質的である。「経験的には二つのタイプ・の婚姻がそれ
ぞれより頻繁に一つのタイプの出自と結びついているかもしれない。もしそうだとしたら，この
統計的相関（論理的関連と混同されてはならない）は説明されなければならないだろう。私はそ
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

れが母系社会の不安定な性質の中にみつけられるかもしれぬと思っている。というのも，母系社
会では，相互性の長いサイクルを採用することがより困難であるのに対し，父方婚の極めて短い
サイクルは母系社会に常にみられる葛藤によってはあまり損われることはないだろうからである｡」
[op.cit ]ここで彼の言う「母系社会に常にみられる葛藤」とは，集団の実質上の権威が常
に男から男へと相続されるのに対し，系譜が女を通じて相続されることによって生じるさまざま
な，心理的，構造的葛藤，とくに，自らのstat!usを自らの息子にではな<,姉妹の息子へと
移譲しなければならないことによって生じる葛藤，をさしているように思われる。
だがL６vi-Straussの反論は短かく，その半分は誤っている。ここで，彼の代りをつとめ

るのが,R｡Needhamである。
彼の"S t ruc tu r eandSen t imen t ̅ ' 'は反Homans･-親L６v i -S t r aussの立場を明

確にうちだしており,L６vi-Straussをしてその『親族の基本構造』の英訳の話があがった時，
「その責任者はNeedhemに限る」と言わしめたといわれる。彼としては何といっても現代の人
類学界をリードする英米文化圏で彼の理論を強力に支持してくれたことが嬉しかったにちがいな
い。
Needhamの議論はかなり多岐にわたっているが，彼自身がまとめているように次の三点が基

本的な主張である｡(１)HomansとSchneiderはL6vi -Straussの観点を誤解し誤って表
現している，(2)彼らはintensiveな分析の代りに皮相を統計的相関を優先している，そして(3)
彼らの分析は基本的に全然社会学的ではなく心理学的であり，したが'って社会学的問題の解決に
は不適当であるo[Needham,１９６２;３-４]これらのうち第３の点はHomansとしては「
心理学的で何が悪い。社会現象はすべて心理学的説明が可能なのだ」と勇んで反論することであ

5）この論文そのものは，１９５２年にすでに発表されている。しかし時間的に言ってこれから紹介する注は，
Anthropologiestructuraleにまとめられる段階で挿入されたものと思われる。引用はすべて英訳
による◎

6）厳密にはFisherのExactTestでは，周辺生起数が所与となる。
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ろうから，必ずしも噛み合った議論とはならないｏよって，(1)および(2)の点を中心にNeedham
の議論を紹介，検討することにしよう。
Homans-SchneiderがL６vi-Straussの見解を誤解しているとされる最大の問題は，

婚姻の"preferent ia l ' 'とO,prescr ipt i ve ' 'な規制の区別についてであるoNeedham
は , L６v i - S t r a u s sの理論は"p r e s c r i p t i v e ' 'を婚姻規制に関するものであって，
"preferent ia l "なものに関してではないとする。ところがHomans-Schneiderは，
L6vi-Straussの理論をまずもってpreferentialな規制に関するものだと誤解している。
より正確には「彼らは実際にはipreference,とprescriptionとを区別していない｡｣[ibid;１２]
Homans-Schne iderの第二の誤解は,L６vi -Straussの交換理論が必ずしも系図上

定義された母の兄弟の娘や父の姉妹の娘に関してではなく，分類上かく定義された個々人のクラ
スに関してであるのに，誤って，系図上の個′々人だけに関するものと思っていることである。
第三の誤解は,L６v i -St raussが一般交換の方が非連続的交換よりも"abet ter in - ･

tegrat ion' 'をもたらすと言うときの,"better ' 'の意味に関するものであるoNeedham
は,L６vi-Strafussはただintegrat ionに関してbetterだと言ったのであって，社会に
関してbetterだと言ったのではない，とするo[ ib id ;１７]これと関連して,Homans-
Schne i de rはL6v i - S t r aus sの"o rgan i c so l i d a r i t yの意味も誤解している。
彼らは「L６vi-Straussにとっては，社会における各親族集団の婚姻上の分化(special-
ization)が大きければ大きいほど，相互の依存がより高くなり，したがってorganicsol-
idar i tyもより大きくなる」と考えるo[H-S ,１９５５;２０９]しかしL6vi -Straus is
が意味しているのは「体系的関係のタイプおよびそれによってもたらされる連帯効果」であって
「単なる複雑さのような性質の大いさではない。」[Needham,１９６２;１９]
最後は,L６vi-Straussの「したがって，一般交換の構造が出自には全く依存するもので

はなく，ただその制度が調和的であるかないかにのみ依存することは明らかである｡｣[L６vi-
Strauss,１９６９;２７３]という言明の意味にかかわっているoHomans-Schneiderは
これをもって，「母方交叉イトコ婚はlinealityとは無関係である」と主張されているものと
し，「我,々は,L６vi-Straussとは反対に，それが父系社会に起る傾向があると予言する」
[H-S,１９５５;２２５]と主張するのである。しかし，とNeedhamは言う,L６vi-Strauss
は両者の間に「いかなる必然的な関係」もなく「構造上」母方交叉イトコ婚は父系社会にも母系
社会にも可能だと述べているのである。[Needham,１９６２;２０-２１]そして,LCvi-Strauss
の「命題は母方規則が父系社会で“起る傾向がある”というような統計的相関を主張するもＣで
もないo ｣ [ i b i d ; ２１ ]
以上がNeedhamの指摘するHomans-Schneiderの誤解である。筆者はその多くが正し

いと思うが異論のない箇所がない訳ではない。それについては後で論じることにして，次に，
Needhamの統計的分析に関する批判をみることにしよう。
彼はまず,Homans-Schneiderのデータにはprescr lp .iptiveな婚姻ルールをもつ社会だ

けではなくpreferent ia lなもの玄で含められていることを指摘し,L6v i -Straussの理
論はprescriptiveな規則に関するものだから単にpreferentialな規則をもつにすぎない
社会は除かれなければならない，とする。その結果として残るのは３３のうち９の社会だけであ
り，その分布は次表の通りである。
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表 ２

Pre f e r en t i a lMa r r i a g e Decent

Ｐ
，
８
-

Ｍ
１

-

Ｍ
Ｐ

したがって,Needhamは言う，「しかし我'々が彼らのテストテースを調べるならば，そこには
prescriptiveな父方婚のケースは全然ないことが分る。このように，彼ら自身の証拠は
prescriptive婚のうちただ一つの形態としか関係しておらず，したがって，両方のタイプの
表われ方の相異に関して彼らの説明がいかなるものであろうとも，それはいかなる支持も与えな
いo｣[Needham;１９６２;５７]

しかし考えてみれば，統計的検定は常にサンプルがランダムに抽出されていることを前提にし
ている。だが，「仮説の統計的検定に役立つような諸社会のランタ．ムなサンフ･ルを得ることは，
実際上不可能である。」[ibid;７０]７)との表現は，しかし舌足らずである。筆者は，社会
をサンプルにした統計的検定の問題について後で詳しく論ずるだろう。

上の統計的データはしかしHomans-Schneiderの特殊仮説Ⅱに関するものであって，その
否定は必ずしも一般理論Ｉの否定を意味しない。Needhamはそこで彼らの一般理論，すなわち，
はたして法的権威の所在と交叉イトコ婚の形態とに相関があるかどうかを，彼らのサンプルにつ
いて検討し，ほとんど否定的な結果をうる。

Yir-Yoront族，これはHomans-Schneiderによって，彼らの特殊仮説には合致する
が一般理論には背馳する唯一の社会とされたが，実際には母の兄弟は"avoid' 'されるのであ
って法的権威の所在ではない。したがって，との社会は彼らの一般理論にも矛盾しない。
Karadjeri族，母の兄弟の娘との婚姻を行なうが，母の兄弟との接触はタブーである。
Siriono族，これはHmnansらによってその特殊仮説には反するが一般理論には合致する，

すなわち法的権威が父にあり，母の兄弟との関係は親密だとされた。ところが民族誌資料は「義
理の親と子の関係が『最もよそよそしいもの』であり，『かくされた敵意が時に嵩じるととがあ
る』というものである」[ibid;66]ことを報告しているｏ

Sherente族，これも特殊仮説には反するが一般理論に合致し，法的権威は父にない，した
がって父との関係は親密だとされた。しかし民族誌資料は幼年におけるばかりでなく後までも父
が主なしつけ役を果していること，さらに重要なことに，婚姻が個人の好みを無視して両親によ
って決められることを報告している。
実際,Homans-Schne iderの一般理論の検証は「全く驚くべきもの(qu i teext raor-

dinary)」である。彼らは，そのサンプルのうち22の多数を占める父系一母方婚の社会につ
いて「母の兄弟との親密な感情的きづなのゆえにその娘と結婚するのだと報告されているHehe
族のinformantに言及したあと，彼らは次のようにのべる。

7）ここで，原文では"non-random''となっているが，前後の文脈からして"random"でなければおか
しい。もし,Needhamが"non-random"と意識的に書き入れたのなら，彼は"randomness"の意
味について謬塀していることになる。
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われわれの社会のいずれについても，資料はかかる種類の明白な言明をもたらしてはいない。
われわれは，にもかかわらず，感情的なきづなが，婚姻選好に先立つという意味において，
その十分条件ではなくとも必要条件であると信じる。われわれはこれを立証する立場には毒
いが………[H -S , 1955 ; 232 ]

言いかえると，最も簡潔な表現を用いると,HomansとSchneiderは彼らの一般理論を支持
するいかなる証拠も提示していない，丸っきり何もない(absolutelynoneatal l)のであ
る。著者たちの全く根拠のない信念のうえだけに立って，一体いかなる科学的命題をわれわれ
はなしうるというのだろうか？私はこれについてコメントするのを控えたい。ただ，読者が上
の引用文を熟読し，その全き意味を正しく評価されたいと願うのみである｡｣[Nee曲am,1962
；６１〕
Needhamの文は辛辣であるがしかしそれは詳細な民族誌資料の報告のうえに立っている。む

ろん，これらの報告そのものが間違っている可能性はある。しかし今問題左のは，資料が正しい
かどうかということではなく,Homan|sとSchneiderがいかに資料を誤読し，資料には根拠
のない単なる臆測を書き連ねたか，ということである§)ほとんどの資料が実際には彼らの一般理
論には合致しをいような報告を含んでいるが，彼らはそれを完全に，そして恐らく意図的に無視
している。このことをわれわれは後で，父方交叉イトコ婚を採用しているといわれる社会につい
てより詳しく述べるだろう。

四
Needhamの反駁は豊富な資料の裏づけをもって徹底的であり極めて論理性に富んでいた。

その後これに対する再反論として説得力のあるものは出ておらず,人類学者たちの多くはほ百
Needhamの側に基本的同意を示したｏしかしながら,Hmnnans自身による反論があり，玄た
Needhamの議論の中には不完全さないし誤りがない訳ではない。
まず重大な問題が，彼のpreferenceとprescriptiveの区別にある。反論の中で,Homans

はこれに対し，「それは我左の議論には影響しない。なぜなら我,とはprescriptiveな規則の
みに限らず，すべての“許容されたないしpreferred''規則を含めたからである」[HomanS,
１９６２；２５０〕とのべて意に介していない。この点はしかも,L６vi-Strauss自身がNee曲証ｎ
によるprescr ipt iveとpreferent ia lとの区別を彼自身の意図するところにあらず，と表
明している9)ことによってますます紛糾してくる。

まず正vi-StraussとNeedhamとの論争を処理しておこう。筆者の考えでは,混乱の原因
はむしろNeedhamの方にある｡Needhamによる定義は,preferent ia lとは「そこに選択
の可能性があること」を意味し,Tswana族を引いて，いくつかの婚姻可能なカテゴリーの中か
らあるカテゴリーが"prefer ' 'される例をのべている。またprescr ipt iveとは§「選択の
欠如」を意味し，あるカテゴリーに属す誰かとの「婚姻が義務的である」ことであるo[Need-
ham ,1962 ;8 -9 ]これに対しL6v i - S t r aus sは，両者の区別は程度の問題であって，

8)Nee曲ａｍの批判は,Homans-Schneiderが使用しあるいは使用しえた資料の承によっているが，し
かも前者が侭とんどを占める。

9)L6vi-Strauss(1965).これはNee曲ａｍにとって腱‘ｦいもかけぬ“裏切り”のように思えたらし
い。彼は『親族の基本構造』の英訳本のEditor'sNOteで糊ここの点を論じるとともに,[1971)の
中でも極めて辛辣にL6vi-Straussにあたっている。またNeedhamの弟子,EKorn[1973)もま
L6vi-Strauss批判に急である。
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「モデルのレベルではpreferent ia l体系でさえもprescr ipt iveであり,Prescr ipt ive
体系は現実のレベルではpreferent ia lにしかなりえない」とのべる。[L6vi-Strauss,
１９６５；１７〕ここで意味されていることを十分に理解するためには，彼の方法におけるモデル
の意味の理解が必要不可欠だが，簡単に解説するとこうである。彼にとってあるカテゴリーの誰
かとの婚姻がprescriptiveだとは，強い意味では,Needhamの意味するようにそれ以外のカ
テゴリーの誰とも婚姻が禁じられていることを意味する。ところが，たとえば母方交叉イトコ婚
がprescriptiveだと言っても，すべての個人がそのカテゴリーに属す娘としか結婚していな
いような社会は現実には存在しない。ある個人にとっては，そのカテゴリーに属し，適当な年令
の娘が全然存在しない，ということがあるだろうし,'0）そうでなくとも，いわゆる近親婚の禁
止一その範囲は一般に極めて広いが一によって禁じられている対象を除いては，原則的に婚
姻可能であることが普通である。したがって，厳密な意味でprescriptiveな体系というもの
は存在せず，ある範囲内での個人的なpreferenceというものは常に開かれている。

L６vi-Straussにとって重要な概念上の区別はprescr ipt iveとpreferent ia lとの間
にではなく,elementaryとcomplexとの間に引かれるが,Needhamはこの点を完全に無視
している。elementary構造とは「preferred配偶者のほとんど自動的な決定へと導くような
体系」であり，それに対しcomplex構造とは「決定が経済的あるいは心理的であるような他のメ
カニズムにゆだねられている」ような体系である。[L6v i -St rauss ,１９６９;xx i i i ]
むろん再び両者は完全には区別できない。だが重要なことは,elementarystructureと呼ぶ
ことによって彼が婚姻体系の「規則」としての側面に焦点を当てており，「婚姻規則」の社会学
的な意味を追求しているということである。

Needhamがpresciptiveとpreferentialを区別しようとした時，彼は恐らくその表面
上の定義とは異なって,L６vi-Straussと同様に，規則によって規定された行動パターンと，
規則によってではなく，心理的な，経済的な要因によってもたらされる行動パターンとの区別を
意図していたように思われる。この意味で,Needhamの意図はLevi-Straussのelemen-
taryとcomplexの区別に一致する。だが，上に引用された定義，および彼がHomansの３３
の社会を分類するに際して採られた規準は，より強い意味での区別によっている。しかしこの区
別が厳密に適用されている訳ではない。なぜなら，単に父方交叉イトコ婚のみならず厳密な意味
で母方交叉イトコ婚をprescribeしている社会はどこにも存在しないからである。

このようにして,NeedhamのHomans-Schneider批判には一つの重大な欠陥がある。
そしてこの欠陥は，彼の表２に基づくコメントをも無効にするものである。では次に,Homans
Schneiderの統計的検定について，独自の検討を加えることにしよう。
まず彼らのデータが正しいものと仮定するｏ彼らはFisherのExactTestでP=0.009という

数字を出したが，通常の"２-検定を行なってみるとP=0.003となり，彼らの仮説はより強く支
持される。しかし,"２-検定は近似的検定であり，サンプル数が小さい時には誤差の大きくなる
危険がある。また,FisherのExactTestは周辺分布ではなく，周辺生起数を所与として求
められている。したがってここで, l i nea l i t yと la te ra l i t yとが独立であると仮定し，周
辺度数を所与としたときの次の確率を求めてみよう。ここで，ｎ２は母系一母方婚の事例数，ｎ３は

10)P.Kunstadterら(1964)は，現実の母方交叉イトコが適当な年令で存在する確率をある確率モデ
ルの上で求めて，３０％前後の数字を出している。
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p=P r ( n2≦４かつ、3≦２In=３３)

父系一父方婚の事例数で，ともにHomans-Schneiderの特殊仮説Ⅱにあてはまらないケーース
である。この結果はP=0.００７11)となり,"２-検定の場合よりは大きな危険露となっているが，
しかしなおも通常の統計的有意差のレベルには達している。（との数字は，二つの要因の独立性
の仮定のもとで，現に得られたようなサンプルの分布もしくはそれよりもHomansらの標洙仮
説に反するよ．うな事例が多く表われる主うな分布のえられる確率が０．００７であることを示してv，
る。したがってもし独立性の仮定が正しいとしたら我々はそこから極めて稀にしか出現しない現
象-１０００のうち７-を得たことになる。すなわち，われわれが独立性の仮定を否定しても，
この判断が誤っている確率は０．００７である。）

ところで，われわれはまた彼らの特殊仮説と形式的には必ずしも矛盾しないところのL6vil
-Straussの命題Ｉをもち，その議論上の出発点でありまた論理的帰結として，母方交叉イト
コ婚を採用している社会が父方婚のそれよりも多い，という命題Ⅲがある。この命題はHomar]s
らもそのデータによって支持されると認めているが，統計的検定にはかけていない。彼らの３３
の社会のうち，母方婚のものは２６，父方婚のものが７である。帰無仮説を「一方的交叉イトコ
婚を採用しているという条件のもとで，ある社会が母方婚を採用している確率は父方婚を採用し
ている確率に等しい」とすると，このサンプルによる有意レベルは，

０

７塁一一妬一一Ｐ (雪）(一昔ア(÷ｱ３-“
となり，簡単な計算によってP=０.０００６６となることが分る。この数字は先のHmnansらの特
殊仮説の有意水準の十分の一以下である。すなわち，「母方交叉イトコ婚を採用している社会'の
方が父方婚を採用している社会よりも多い」という命題は,Homans-Schneiderの特殊仮
説よりも十倍も確からしいのである１

HomansとSchneiderは，母方婚が多数であることについて，それがLevi-Straussの
示唆するような機能主義的理由によってではなく，むしろ（い室だ知られざる理由によって）父
系社会の方が母系社会よりも多いということと，彼らの特殊仮説とによって説明できる，と言う。
これは興味深い示唆である。しかし，この二つの命題がともに成立する確率は明らかに特殊仮説
自体が成立している確率より大きくはなく，したがってまた命題Ⅲの成立している確立よりはる
かに小さい。正しさの確率の小さい命題によって，より確からしい命題を“説明”することがで
きるとはいかなることであろうか。
いずれにしても，形式的な検定に関する限りではHomans-Schneiderの特殊仮説は傾句

性としては支持される。だが重大な問題は検定の形式的な適用が妥当かどうかという点にある‘,〉
まず第一の問題はサンプルがランタ・ムに抽出されているかどうかであるが，これについては明ら
かに否と言わざるをえない。だがそもそも，社会をランダムに抽出するということはどういうこ
とを意味するのだろうか。ランタ・ム抽出，という場合には何れかの母集団力想定されていなけれ
ばならないが，この場合母集団はいかなるものでありうるだろうか。地球上に今まで出現したす
べての社会が母集団だとすると，明らかにわれわれはランダム抽出をあきらめねばならない，と

11）この計算は卓上電卓使用で約１時間半かかった。
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いうのは過去の無数に近い埋もれた社会は決して抽出されることがありえないからである。次に，
現存する社会のみに限ったとしよう。この場合には，かりに統計的検定の形式的な適用が可能で
ったとしても，その際検定されているところの命題は，理論的というよりは，ある歴史的な事実
に関するものとなる。すなわち，何らかの相関が認められたとしてもその相関はただ有限個の事
象に関するものであって，時と場所を超えた何らかの普遍命題に含められるものではない。本来
無限個の事象に適用されるべき理論的命題を有限個の母集団の上で検定することはできないので
ある。
このように，社会のランダムな抽出ということには統計学理論上の困難があるが，さらには

「社会」の概念が問題となる。この点はNeedhamも指摘しているが，ここには単に操作的な問
題ばかりではなく，統計的検定理論上の問題が存在している。すなわち，統計的検定を行なおう．
とする場合，仮説が統計的モデルの形で述べられておらねばならず，そこでは個々の起りうる事
象(event)の定義が明確でなければならないのである。ところが，「社会」の概念が明確で
ない時，われわれはいかなる現実の現象が一つの事象を構成するのか判断しようがないのである。
実際，「社会」の概念は普遍的で明確で操作的な定義をもたない。Homansはこの問題をほと
んど無視している。
以上の理由により，いわゆる社会を単位とする統計的検定は，通常の統計的検定が要求してい

る条件を満していないと言わざるをえない。したがって，かりに形式的な手続きによって「統計
的有意差」がでたとしでも，それは統計的検定論が保証するような論理的意義をもちえないo12)
では,Homans-Schneiderのサンプルは全然意味をもたないか，と言うと，そうは言え

ない。それは統計学上厳密な意義をもつものではないが，にもかかわらず依然としてそれが-
もし正しければ-ひとつの事実であることは残る。そして，事実として説明を待っている。

さて，次の問題はしたがってはたしてHomans-Schneiderのデータが正しいかどうかとい
うことである。この点について筆者がかなりの正確さで言えるのは，父方婚を採用しているとさ
れる７つの社会についてと，いくつかのオーストラリア部族についてであるが，結論として言え
Iji ,HomansとSchneiderがほｇ明確に誤りだと言えるのは,KandyuとSher･enteの二部
族だけであり，この二つがともに彼らの特殊仮説の例外となっていることから，このことは彼ら
にとって有利な事実である。

Kandyu族は，母方の第一交叉イトコとの婚姻のみならず父の姉の娘との婚姻をも禁止し，父
の姉の娘との婚姻をpreferしている。玄た分類上の母の兄弟の娘との婚姻は可能なこともある。
McConnel[1950]したがって，父の姉妹の娘のうち一方との婚姻がpreferざれ他方が
禁じられるというのは,Homans-Schneiderの特殊仮説で説明しようとする父方交叉イト
コ婚には該当しない。

Sherente族についてはMaybury-LewisによってNimuendajiの報告に疑問が発せら
れているばかりでなく,Nimuendaj6自身どとにも父方交叉イトコ婚がpreferされているこ
とを記してはいない。[Maybury-Lewis ,1958]いずれにしても資料は不明確で父方交
叉イトコ婚の事例として取り上げることはできない。

この二つの社会をHomans-Schneiderのサンプルから除去すると，われわれは次のよう
な表をうる。

12）これは,Homans-Schneiderの承ならず，すべてのかかる試象に妥当する。
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表 ３１

M a t r i l i n e a l
４
５

Pa t r i l i n e a l
２２

-

母 方 婚
父 方 婚

この結果はむろん彼らの特殊仮説を強化する。すなわちこのサンプルをみる限り，彼らは特殊
仮説はその形式上の言明において支持される方向にある。しかしながら，だからと言って彼らの
一般理論およびその背後にある心理的説明が同様の支持を受ける，というのは早計すぎる。彼ら
の表現を借りれば，彼らが「間違った理由から正しい答えを出した」ということもありうること’
だからである。

五
彼らの一般理論は法的権威の所在と一方的交叉イトコ婚の形態との相関をのべているが，その

前提となっているのは次のような心理的あるいは行動論的諸命題である。

(a)父と母の兄弟との間において，法的権威の所在と親密さとは排他的でかつ網羅的な属性で
ある。すなわち，もし法的権威が父にあれば母の兄弟には親密さがあり，また逆もいえる。

(b)法的権威のある個人に対しては“疎遠さ”必冷たさ”などの感情が存在する。
(c)父に対する感情は父の姉妹にも拡張される。

これら三つの命題は，読者にはどうみえるか知らないが，筆者には極めて厳しすぎてとても_一
般には成立しそうもないように思われる。しかしこれらは彼らの一般理論のための論理的必要条
件をなしている。もし(a)が成立しなければ，われわれは法的権威が父にあるからと言って母の兄
弟に親密さがあるとは言えず，したがってそこから母方交叉イトコとの婚姻への傾向を予言すあ
ととができないｏもし(b)が成立しなければ，法的権威と親密さとが共存しえ，したがって法的権
威の所在からはどちらのタイプの交叉イトコ婚への傾向が生じるかを予言することはできなくな
る。また(c)は非常に重要である。もし(c)が成立しなければ，たとえば父に親密さがあるといって
も父の姉妹については何も言えず，したがってその娘との婚姻の傾向については何も言えなく荘
る。しかし考えてみれば，命題(c)は極めて疑わしい｡HomansとSchneiderが具体的にどん
な心理的メカニズムを想定しているのか分らないが，父に対する感情がそのまま父の姉妹へ，単
に姉妹だから（もしくは同-lineageの一員だから）という理由で，転移されるというのは，あ
まりにも子供じみた考えではあるまいか。
彼らの前提はこれだけではない。以下の命題において，“他者”とは母の兄弟もしくは父の姉

妹のいずれかを指すものとする。

(d)他者に対してより親密に感じられれば，次のいずれかもしくは他の理由によってその娘と
の婚姻が促進される傾向がある。

(d-i)親密であれば頻繁に訪れ，したがってそこの娘とも親しくなり易い。
(d-ii)他者への感情がその娘へも転移される。 ’

この命題は，我々の常識に必ずしも強く適合している訳ではないが-我友の常識はこんな単
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純な命題をむしろ疑う-，それに強く反している訳でもない。だが次の点は,Homans -
Schneiderの一般理論にとって必要不可欠であるにもかかわらず，彼らによって全然注意され
ておらず,Needhamも見逃している。

(e)何らかの理由によって，エゴが女性である場合,､(a),(b),(c),(d)の少なくともいずれか一
つは成立しない。

というのは，もしすべて成立するとすると状況が男の場合と全く同じになり，男にとって母方
の交叉イトコ婚が好ましいならば，女にとっても母方の交叉イトコ婚が好ましいものとなり，あ
る男が好ましいと思う母方の兄弟の娘にとって彼は父方の姉妹の息子であって好ましい婚姻の対
象ではなくなる。とすれば，われわれは単に長大な片想いの連鎖を有するのみであって，どこに
もその鎖を断ち切って結婚を成就させることはできない。このような帰結は明らかにHomans
-Schneiderの一般理論には合致しない。不思議なことには，彼らは当然かかる論理的要件
について考察していなければならないにもかかわらず，それが全くみられず，われわれはなぜ女
性のエゴにとっては(a)～(d)のうちいずれかが成立しないか何も知らないのである。筆者はこれの
解明を,Homans-Schneiderを弁護したいと思う人に託そうと思う。

このようにHomans-Schneiderの一般理論はかなりの数の心理的命題の論理積として立て
られているのであって，これら命題のうち一つでも成立しなければ一般理論は完全に瓦解する危
険をもっているのである。逆に言えば，もし彼らの一般理論の正しさが実証されれば，それは極
めて驚くべきことと言わねばならない。
この点について，われわれはすでに,Homansらが彼らのサンフ°ルのうち一般理論に合致しな

いのはただ一つの社会だけだとのべたこと，そしてNeedhamがそれを厳しく批判して,彼らは
実際には何も実証していないと指摘したこと，をのべてきた。筆者には,Needhamはこの点に
ついて全く正しいと思われる。実際,HomansとSchneiderは,民族誌資料に法的権威の所在
に関する記述がほとんどないにもかかわらず，単に彼らの一般理論にとって都合の悪い他者（父
もしくは母の兄弟）に法的権威があるとの報告が欠如していることをもって，その逆の他者に法
的権威があると推測しているにすぎないことが多いのである。このような手前勝手な推測はきじ
めに取り上げるに価しないものである。

このことを説得的に論ずるためにはやはり資料を紹介しておく必要があろう。われわれはそれ
を,Homansらによって父方交叉イトコ婚を採用しているとされた７つの社会についてみること
にしたい。父方交叉イトコ婚の社会だけをとり上げるのは，それが交叉イトコ婚の中では極めて
稀な制度であり，それと母系とのデータ上の相関について彼らの特殊仮説を支えている心理的説
明とは異なる説明への示唆がえられるかもしれないと思うからである。また論理的に言って，も
し父方交叉イトコ婚について彼らの一般理論が適用できないことが判明すれば，それは彼らの一
般理論を否定するのに十分な証拠である。

まず，すでにふれた父系の２つの社会から。
Sherente族についてはすでにのべたように資料が不完全である。HomansとSchneiderは，
法的権威が父に託されていないことを指摘し，それが母の兄弟に託されている可能性があると示
唆している。[H-S,１９５５;２４１-２]しかしその根拠は,Nimuendaj6が少年は８才くら
いの時に一般に父のそれとは異なる"association''に参加する，とのべていることだけであ
る。Maybury-Lewisはとの"assoc iat ion ' 'の機能について疑問を呈しており，少なく
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とも今日ではそれは儀礼的な.役割しか果しておらず，むしろ父系lineageが「部族の社会生活
の中でこれまで考えられてきたよりもはるかに重要な単位である」と報告しているo[MaybUry
-Lewis ,1958;132]さらに重要な証言があって，彼は「少年とその母方のオジとの関係
」は「相互に情愛深いもの」と述べている。[ib id ;129]これはHomansとSchne ider
の推測を完全にくつがえし，したがってSherenteが真の母方交叉イトコとの婚姻を禁じている
ことは，父方交叉イトコ婚を採用しているか否かにかかわらず，彼らの一般理論を否定するもの
である。
Kandju族についてHomansらは彼らの一般理論に関与する資料がないとしている｡すなわち

法的権威が誰にあるのか明らかではない。しかしわれわれはもっと積極的にこの部族を彼らの-一
般理論に反するものとして考えることができる。その一般理論には父の姉を父の妹と区別する何
の理由も与えられていないことに注意しよう。かりに父との関係が親密なものだとして，それが
父の妹へは転移されても姉へは転移されないということは予想されていない。しかし実際に
Kandyu社会では父の妹の娘との婚姻はpreferされているが姉の娘とは禁止されているので
ある。ここには,Homans-Schneiderが考えたような心理的メカニズムではなく，もっと構
造的な理由が存在していることはぼ凶確かである。

次に母系の５つの社会をみてみよう。
これらについてHomansとSchneiderは「対人関係と法的権威の所在に関する証言は,Tro-

briandersを除いて，貧弱であるが，しかし手に入るものはすべてわれわれの一般理論と適
合(inaccordancewith)している。再び，われわれは正しい理由によって正しい帰結.を
えたのであった」と述べている。[H-S,1955;236-7]だがこれほど奇妙な論理はない。
彼らは，データの無いことをもって，彼らの理論が支持されると結論しているのだ。

こうしたごまかしは，しかしすでにNeedhamによって指摘されているのでこれ以上繰り返す
のは止めよう。まずHaida族について,Homansらは少年が10才くらいの時から母の兄弟の
所で住むようになるという事実から，彼に法的権威があることを推測している。だがこのことか
ら，父の姉妹あるいはその夫との関係が親密なものだと結論することはできない。Haida族に
おいては一般に，首長のオイを除いて，父方の交叉イトコ，だが必ずしも真のではなく分類_上
の’との婚姻がpreferredされているから,妻の母と父はそれぞれ分類上の父の姉妹とその夫で
ある場合が多い。そして，こうした妻の両親との人間関係についてMurdockは“尊敬respect"
や“遠慮restra int ' 'あるいは“忌避avoidance ' 'で特徴づけている。
[Murdock,1934;373-5]これはむろん自然発生した感情関係というよりは，社会的Iに
規範化された感情関係とみなす方が合理的であろう。だが，そうだとするとわれわれはHomaIwIs
-Schneiderが想定しているような心理的メカニズムではなく，やはり構造的特性を扱ってい
るのである。
次の問題は,Haida族がHomansらの言うような意味で父方交叉イトコ婚とは言えないとい

うことである。まず，首長の姉妹のオイにとってはpreferentialな対象は首長の娘すなわち
母の兄弟の娘である。この点についてHomansらは「首長の場合は考察から外すことにした」
[H-S,1955;228]としているが,Needhamは「かかる首長の婚姻はHomai,sとSchneider
の理論に対する反証して考えることができる。すなわち，それらは感情が，この場合，ランクや
政治権力に屈服することを示しているのと解釈できるのである」と正しく批判するo(Needham,
１９６２；１０３〕さらにまた，交叉イトコ婚といっても必ずしも第一交叉イトコとのそれではな
く，しかも母の兄弟の娘との婚姻もそれが父と同じclanに属すのでなければ許容されていると
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とからすれば，法的権威一それが誰にあろうと-の所在が婚姻のタイプ．と相関しているとい
,Homansらの理論は適用のしょうがないであろう。

Ila族について,Homansらはまずそれが十分に母系ではないことをことわった後で，にも
かかわらず彼らの一般理論には適合すると主張する。すなわち,SmithとDaleはIla族では
"avuncu l i po tes t a sオジ権”が"pa t r i apo tes t a s父権”にまさっていると報告して
いるのである。[Sm i t h a n dD a l e , 1 9 2 0 , I ; 3 1 9 - 2 0 ]との社会に関するSm i t hと
Daleの報告には，しかし暖昧さがある。彼らは一方で，「父の姉妹の娘とは結婚することがで
きるが，母の兄弟の娘とは結婚できない」とのべているが，そのすぐ下で，「４つの可能なイト
コ婚のうち,Ba-ila族は今日ただ一つだけを許している。私は父の姉妹の娘と結婚すること
ができるが，しかし，関係の規則に従って彼女は私にとってmukwesuなので，私は彼女と結婚
してはならないo｣[ ib id ;319]明らかにこの文は自己矛盾している。筆者は最後の文が
誤っている可能性が高いと思うが，確かなことは分らないoNeedhamは最後の文をとり上げて，
父方交叉イトコも禁止されていると指摘しているが,[Needham,1962 ;104]これは
balanceを失した結論である。
注意すべきことは,I la族がpreferent ia lな父方イトコ婚をもっているとは言えないこ

とである。このタ,イブ・の婚姻はせいぜいのところ単に許容されているにすき．ない。われわれはど
のようなタイプの婚姻が多いのかあるいはpreferされているのかについて何も知らない。
したがって，法的権威と婚姻のタイプとの相関はIla族によって実証されない。さらにより積極
的にHoma'nsらの一般理論にとって不利な事実が存在する。それは取り決め婚(arranged
marriage)の存在で,SmithとDaleはこれが恋愛婚よりも一般的だと証言している。
[Sm i t h a ndDa l e , 1 920 , n ; 4 6 - 7 ]これには二つのタイプがあって，その一つは少
年の母とその姉妹によってarrangeされる。他の一つは，年長の男と幼い女の子とのものでオ
ーストリアの原住民社会によくみられる形式によく似ているo13)いずれにしてもこのような
arrangedm･arriageの場合,HomansとSchneiderが想定しているような心理的メカニ
ズムが働いているとは考えがたい。

Tismulun族における法的権威の所在についてはHomansらも根拠のない推測は行なってい
ない。この社会で彼らにとって問題左のは，それが単純に父方交叉イトコ婚を採用している訳で
はないということである。「年長者の言うところによれば，男は彼の母の兄弟の娘の娘かもしく
は父の姉妹の娘と結婚すべきである。かかる婚姻はむろん強制的なものではないが，正しいもの
として是認されたのである｡」[Deacon,１９２９;２１２]これについてHomansとSchneider
はエゴの母の兄弟の娘の娘が彼の母系後継者すなわち彼の姉妹の息子にとって，父の姉妹の娘に
当る，とのべているが，このことが彼らの理論にとってどういう意味をもっているのか不明であ
る。しかし，彼らの一般理論との関係ではむしろこのカテゴリーが，それによって疎遠だと予測
されるところの母方の交叉イトコの娘であることに注意した方がいいだろう。彼らの一般理論に
よっていかにこの疎遠な関係がその娘において親密さへと変換させるのか疑問である。
Tlingit族に関してHoman.s-Schneiderは，まずそれの「“理想的な”婚姻は明らかに

父の姉妹の娘とである」と述べ，さらに，法的権威が母の兄弟にあり，父との関係は親密なもの
であることを示唆しているo[H-S,１９５５３２３５-６]とのうち，法的権威の所在はほぎ問題
はない。父との関係は,DeLagunaによって単に息子とのみならず娘とも強調されており，と

13）たとえば,Seiyama(1976),F､Ｇ､Ｇ・Rose[1960)を参照。
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の点命題(e)の成立にとって不都合である。しかしそれ以上に重要なのは,Tlingit族は単純な
父方交叉イトコ婚を採用している訳ではないことである。DeLagunaの証言は以下の通りであ
る。「婚姻の理想的な形態は男を彼の父のsibおよびlineageと結びつけるものである。。…・・
父のlineの女性とのかかる婚姻は,preferablyには父の姉妹あるいはその娘（ともに“オパ”
と呼ばれる）とのものだが, " r o y a lma r r i a g e ' 'と称される。」[DeLaguna , 1952 ;
６〕「位階の高い若い女は彼女の父の後継者，すなわち彼女の父方のオジあるいは交叉イトコ
（父の姉妹の息子），と結婚することが期待される｡」[ibid;7]さらに，「近い血縁（オジ，
オバ，第一イトコたち）との婚姻はもはや行なわれていない。しかし，血縁のないあるいは薄い
関係にしかなくてかかる是認された分類カテゴリーに属す者との婚姻は依然として好ましい配偶
者である｡｣ [ i b i d ; 6 , no te ]これらの証言は明らかにHomansとSchne ide rの理論に
矛盾する。たぜならそれは，法的権威が母方のオジにある時，真の父の姉妹の娘との婚姻への傾
向を予言するものだからである。また位階の高い女性については,Haida族の場合と同じよう
に，理論との矛盾は完全で絶対的である。
最後に，われわれはTrobriand島民について考察しなければならない。この社会が母系で

父方交叉イトコ婚を持つということは,Malinowskiの報告以来よく知られていることであるo
HomamsがL6vi-Straussを読んでまずはじめに反証例として思い浮べたのが，この社会で
あった。

なかでもL6vi-Straussは母の兄弟の娘との婚姻へのpreferenceがその逆の父の姉妹
の娘との婚姻よりも多くの社会で起っているのは，それが社会のよりよい組織化をもたらすか
らだ，社会にとってよいからだ，と論じていた。……これは再び機能主義であった，そして私
はそれを採るつもりはなかった。私は父の姉妹の娘との卿咽を行なっている社会の一つがMa-
l inowskiのTrobriand島民であることを知っていた。私はまた,Trobriand族がエゴ
への法的権威をその母の兄弟に託しており，したがって，エゴは父および父の姉妹と“近しい
(close)''ことを知っていた。私はこの父方婚においてばかりでなく母方婚においても婚
姻は感情のきづなに従うのではなかろうかと考えたo｣[Homans,１９６２;３２]

このように,TrobriandはHomansとSchneiderの理論の糸口であり，その一つの重要
な証拠であった。では，はたしてこれが本当に彼らの理論を支持しているかどうかMalinowSki
にたずねてみよう。
彼はまず,ma r r i a ge sd ' amou r,すなわち，いくつかの社会的制約-c l a n外婚制など

一のもとにおける自由選択の結果としての個々人の好みと愛情による結婚について語っている。
彼はこのようなタイプ・の婚姻が多いことを指摘している。これに関する記述の中では，交叉イト
コ婚については何も語られていないo[Ma l i nowsk i , 1929 ;65 -80 ]交叉イトコ婚につ
いて言及されるのは，「幼児婚約infantbetrothal」に関連してだけであり，次のように
表現されている。

この第二のタイプの婚姻で非常に重要なことは，幼児婚約が常に交叉イトコ婚を伴っていると
いう事実にある。原住民の考えにおいて最も婚姻に適した二人一男の息子とその姉妹の娘で
あるが-は幼児のときに婚約を結ばれる。父の姉妹の娘が彼女のイトコの小さな男の子にと
って年をとりすぎている時は，彼女の娘が彼女にとって代わられる。原住民の法体系ではこの
二人はこの婚姻にとっては同等である。[ ib id ;81 ]
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この証言がHomansとSchneiderの理論にとって何を意味するかは明白であろう。すなわ
ち,Homansによって彼の「感情が婚姻タイプを規定する」というテーゼの有力な事例と考え
られたところのTrobriand島の父方交叉イトコ婚は，当事者の「感情」が働きようもないその
幼児期に決められるのである！「幼児婚約による婚姻では子供が幼児の間に両親によって約束が
な･される。少年と少女とは，……彼らが自分自身で選択できる前にお互いに結び合わされてい
るのである｡｣[op・cit.]しかも，このタイプ・の婚姻では，父の姉妹の娘と彼女の娘とは同
等であるとされる。この同等性が「構造」によってであって「感情」によって規定されているの
でないことは疑いない。
この事実，すなわち交叉イトコ婚が幼児婚約と結びついていることは,Needhamによって注

目されてはいない。しかし，それがHomansとSchneiderの理論に対する明白な裏切りであ
ることは明らかである。Homansは，その出発点において，経験的事実を誤解していたのである。
以上われわれは父方交叉イトコ婚を採用しているとされる７つの社会について，果してそれら

がHomans-Schneiderの一般理論を支持するかどうかを調べてきた。結論は，これらの社
会のいずれもその理論を支持するものではない，ということである。われわれは婚姻観即が,感
情によってではなく，むしろ構造によって規定されているらしいことの数多くの状況証拠をみた。
それらが実際どのように規定されているかは，不明であるが，それを追究することは本稿の任務
ではない。われわれはただ，その特殊仮説の外見上のもっともらしさにもかかわらず,Homans
とSchneiderの説明は単に支持されないのみならず，ほとんどの事例で明白に拒否されねばな
らないことを確認すればいい。

六
われわれは交叉イトコ婚をめぐる功利主義的個人主義と機能主義との対立を概観し，一見デー

タは前者を支持するようにみえるが，実際はそれを拒否するものであることを知った。以上の考
察はむろん決してL6vi-Straussの説明を積極的に支持するものではない。われわれはただ
HomansとSchneiderの説明を拒絶することができることを知っただけにすぎない｡L6vi-
Straussが支持されるかどうかはまた別問題である。
交叉イトコ婚を中心とする親族構造研究に関してその後の展開を少し述べておく。､Needham

の反論に対するHomansの再批判は弱,々しいものであったoC.Ackerman[1964]は後者
のもとにNeedhamのPurum社会分析に対する批判を書いたが，それは統計学を少しでも
知っている者ならとてもおかしようのないような愚かな間違いを含んでいた。Schneiderは
Homansを離れ，その後極めて構造論的と言える分析を母系社会の本質的不安定性について行
なっている。[Schne i d e r a ndGough , 1961 ]

L6vi-Strauss派がでは安泰かというと，それどころではないo.PreSCriPt iVeと
p,referent ia lに関する仲違い以後,Needhamとその弟子たちはL6vi-Straussに対する
激しい批判を繰り拡げている｡[Needham,1971]論争を促進しているひとつの原因に
は，近年古い民族誌資料の副寅討がどんどん行なわれ，これまで考えられていた事実が誤りであ
ると判明することが少なくないこともある。'4）このような中で,L6vi-Straussも今日では
彼の『基本構造』の論旨の中に古ぼけてしをったもののあることを認めている。それは出自理論
に対する親族の同盟理論という新しいパラタ-イムを提出したが，今日ではそのいずれも完全をも

14）たとえばDeacon(1927)に対するSchefflen(1970)の新報告,Murngin族に関するShapiro
〔１９６７，１９６８，１９６９〕の新報告ｂ
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のだとはみなされてはいない。明らかに親族構造の研究は今日新たなパラタ・イムの模索のための
準備段階にあるといえる。
それでもなお，われわれはHomansv｡s･L6vi-･Strauss論争から，規範の生成および

存続に関して有意義な示唆をうることができるように思われる。HomansのL6vi-Strausm
批判の動機には正しいものがあり，それは,eff ic ientcauseなしにはfina lcauseはな
いということ，すなわち，規範が生成，維持されるためには，そのような帰結をもたらすような
個々人の行動が存在しなければならないということである。これは疑いようのない真理である。
だが，彼がさらに一歩進んで個々人の主観的な動機づけが生成されたり維持されたりする規範の
内容と直接に整合的だと主張しようとするとき，それは誤ったものとなる。規範とは社会的なも
のであり，そのようなものとして，個々人の動機の直接的な結果としてではなく，その意図され
ない結果として，あるいは無数の個々人の働らきによってある特定個人の意図を超えたものとし
て生成されたり維持されたりすることがある。たとえば，規範ではないとしても，完全競争市場
において決まる価格体系はかかる超個人的な性格をもっている。このような事実から明らかに,
われわれはHomansの素朴な心理主義を受け入れることはできない。
規範の存続に関してもう一つ注意すべきことは，それに関して一種の「自然陶汰」原理が働い

ている可能性を認めることである。それを採用することによって社会の統合が弱まり，外の社会
からの攻撃に対して脆弱となるような制度，規範は，当の社会そのものが崩壊する可能性が大き
いため，生存する可能性が小さくなるだろう。また，論理的に自己矛盾しているような制度・規
範，複雑すぎて成員による履行の困難なものは，それにとって代わるより論理的でより単純な制
度・規範との競合一それはむろん保守と革新のように具体的な個左人の間の闘争にになわれて
いるのだが-に勝てないだろう。すべてとのようなことは常識的である。だが，心理主義もそ
していわゆる構造機能主義も，かかる常識をう室〈自らの図式の中にとり込んではいない。
HomansはL6vi-Straussをラマルクに，自らをダーウィン派に比しているが，これは逆であ
って，用不用説を説いているのはむしろHomansであり,L6vi-Straussは自らそう言うよ
うにneo - d a r w i n i a nと言うべきだろうo [ L 6 v i - S t r a u s s , 1 9 6 5 ; 1 4 ]
最後に，規範の心理主義的説明に本質的に問題左のは，「もし規範が個々人の動機づけに合致

しているのなら，なぜそれはわざわざ規範として強制されねばならないのか」という問題を生じ
させることである｡'5）との点に注意しながら，しかしAHeathは奇妙な結論を下している。
「連帯は結局は集合財であり，したがってどの個人にとってもそれを達成するための動機づけは
ほとんどない。」このこと．から彼は，習慣的なものは義務的になるというHomansの議論が
正しいかもしれぬ，と結論するのである。[Heath,1976;169]「」内の議論はMOlS,on
のモデル[Olson,1965]に依存している瓶とのモデルは次のことを完全に無視しているの
である。すなわちある個人にとっては集合財の追求のために貢献することが個人的な効用を増す
ことになるかもしれないこと，そして社会はかかる個人に対して，栄誉，名声，あるいは物質釣
見返りをもたらすような制度をすでに導入しているかもしれないこと，そして，そのような制度
を少しでも多く導入してきた社会が結局，生存競争に勝ってきたかもしれないこと，をである。

15)(L6v i -Strauss ,1963;322)に指摘されている。
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